
　
4
月
に
広
報
を
担
当
す
る
こ
と

に
な
り
、
市
内
の
イ
ベ
ン
ト
や
風

景
な
ど
を
写
真
に
収
め
る
機
会
が

多
く
な
り
ま
し
た
。

　
先
月
は
、
色
づ
き
始
め
た
加
越

国
境
の
山
々
に
雪
が
降
り
、
雪
の

白
と
紅
葉
の
赤
、
そ
し
て
芽
を
出

し
始
め
た
麦
の
緑

が
、
自
然
の
キ
ャ

ン
バ
ス
を
鮮
や
か

に
染
め
上
げ
て
い

ま
し
た
。

　

あ
ら
た
め
て
勝

山
の
自
然
は
素
晴

ら
し
い
と
実
感
し

ま
し
た
。（
T・S
）

編
集
後
記

宝
く
じ
助
成
で
備
品
を
整
備

問
未
来
創
造
課（
市
役
所
2
階
）

☎
88
‐
1
1
1
5

　
（
一
財
）自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
、
宝
く

じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
助
成
事
業
を
行
っ
て
い
ま

す
。こ
の
助
成
を
受
け
て
、

芳
野
区
が
活
動
備
品
を
整

備
し
ま
し
た
。

【
芳
野
区
】

パ
ワ
ー
ア
ン
プ
・
三
味
線
・
長
胴
太
鼓
・
篠
笛
・

篠
笛
袋
な
ど

市からのお知らせI n fo r m a t i o n市民の広場
C o m m u n i c a t i o n

省略記号　時  –とき　所–ところ　内–内容　対–対象　講–講師　定–定員　費–参加費　持–持ち物　締–申込締切

お知らせ

ヒートショックに
ご注意を

　冬場、浴室や脱衣場・トイレな
ど室内でも特に寒いと感じる場所
はありませんか。暖かい部屋から
寒い場所へ移動した時、気温の差
で急激な血圧変動に繋がり、脳卒
中や心筋梗塞を引き起こす場合が
あります。
　この現象は、「ヒートショック」
と呼ばれ、特に入浴中は、溺水や
溺死など重大事故に繋がる可能性
があります。ご注意ください。
安全に入浴するための注意事項
①入浴前に脱衣所や浴室を暖める
② 湯温は41度以下、湯につかる時

間は10分までを目安
③ 浴槽から急に立ち上がらない
　立ちくらみに気を付ける
④ 食後すぐや飲酒後、医薬品服用

後の入浴は避ける
⑤ 入浴する前は同居者に声をかけ

て意識してもらう
問消防署　☎88－0400

最低賃金・特定最低賃金
改正のお知らせ

　10月1日に県内の最低賃金が改
正され、12月24日からは特定最
低賃金も改正されます。
福井県最低賃金（10月1日改正）

時間額▶931円
福井県特定最低賃金（12月24日改正）

繊維機械、金属加工機械製造業
時間額▶933円
※ これ以外の業種は福井県最低賃

金931円が適用されます
「業務改善助成金」
　事業場内の最低賃金を一定額以上
引き上げ、生産性を向上するための
設備投資などを行う中小企業・小規
模 事 業 者 を 対 象 に、
設備投資などに要し
た費用の一部を助成
します
問福井労働局労働基準部賃金室
☎0776－22－2691

日本語ボランティア
スキルアップ講座

時 1月21日㈰・28日㈰ 午 前10時
～ 11時30分内《第１回》「外国人
学習者のモチベーションを高める
指導や関わり方について」、《第2
回》「日本語学習に役立つ教材の選
び方と効果的な活用展開の仕方」
対 外国人住民への日本語学習支援
に携わっているまたは日本語ボラ
ンティア講座などを受講したこと
がある方講 星亨氏（福井ランゲー
ジアカデミー前校長）定 20人程度
費 無料締 12月25日㈪
※ オンライン（Microsoft Teams）

による講座です
申・問未来創造課　☎88－1115

　
国
内
に
お
住
ま
い
の
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
方
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
60
歳
を
過
ぎ
た

方
で
も
、
申
出
を
し
て
い
た
だ
く
と
加
入

で
き
る「
任
意
加
入
制
度
」が
あ
り
ま
す
。

　
「
60
歳
か
ら
65
歳
未
満
」の
5
年
間
、
国

民
年
金
の
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
、
将

来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
額
を
満
額

に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

任
意
加
入
で
き
る
方

（
①
～
④
の
全
て
を
満
た
す
方
）

① 

日
本
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60
歳
以

上
65
歳
未
満
の
方

② 

老
齢
基
礎
年
金
の
繰
上
げ
支
給
を
受

け
て
い
な
い
方

③ 

20
歳
以
上
60
歳
未
満
ま
で
の
保
険
料

の
納
付
月
数
が
４
８
０
月
（
40
年
）
未

満
の
方

④ 

厚
生
年
金
保
険
、
共
済
組
合
な
ど
に

加
入
し
て
い
な
い
方

※ 

60
歳
の
誕
生
日
の
前
日
か
ら
手
続
き

で
き
ま
す

※ 

申
出
を
行
っ
た
日
が
加
入
日
に
な
り
、

加
入
月
か
ら
保
険
料
が
か
か
り
ま
す

※ 

納
付
方
法
は
原
則
、
口
座
振
替
と
な

り
ま
す

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度
を
ご
存
知
で
す
か
？

�

問
市
民
課（
市
役
所
1
階
）☎
88
‐
8
1
0
2

国
民
年
金
の
加
入
に
つ
い
て

国
民
年
金
の
加
入
に
つ
い
て

ど
ん
な
時
に
国
民
年
金
に

　
　
加
入
す
る
の
？

① 

20
歳
に
な
っ
た
と
き

　
（
厚
生
年
金
加
入
者
を
除
く
）

②
仕
事
を
や
め
た
と
き

③
配
偶
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
た
と
き

※ 

②
③
の
場
合
は
加
入
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す

国
民
年
金（
基
礎
年
金
）は

　
　
　
　
　
　
暮
ら
し
を
支
え
ま
す
！

　
「
老
齢
基
礎
年
金
」
は
老
後
の
生
活
、

「
障
害
基
礎
年
金
」
は
病
気
や
ケ
ガ
で
障

害
を
負
っ
た
方
の
生
活
、「
遺
族
基
礎
年

金
」
は
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
子

の
あ
る
配
偶
者
ま
た
は
子
の
生
活
を
そ

れ
ぞ
れ
支
え
て
く
れ
ま
す
。

年
金
の
加
入
記
録
が
確
認
で
き
ま
す
！

　

こ
れ
ま
で
の
年
金
加
入
記
録
や
将
来

の
年
金
見
込
額
の
試
算
な
ど
が
確
認
で

き
る「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

ねんきん
ネット

詳細はこちら
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